
神河町役場　税務課（℡34-0961）

日　　　程 対 象 地 区 申 告 会 場

　　９：００ ～ 　１１：３０ 山　田

　１３：００ ～ 　１５：３０ 東柏尾

　　９：００ ～ 　１１：３０ 新田・作畑

　１３：００ ～ 　１５：３０ 大畑・越知

　　９：００ ～ 　１１：３０ 根宇野

　１３：００ ～ 　１５：３０ 岩　屋

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０ 中　村

　１３：００ ～ 　１５：３０ 加　納

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０ 粟賀町

　１３：００ ～ 　１５：３０ 杉

　　９：００ ～ 　１１：３０ 猪　篠

　１３：００ ～ 　１５：３０ 大　山

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：００

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

3月4日(水) 　　９：００ ～ 　１１：３０ 川　上

　　９：００ ～ 　１１：３０ 貝野・しんこうﾀｳﾝ

　１３：００ ～ 　１５：３０ 寺野・上岩

　　９：００ ～ 　１１：３０ 鍛　治

　１３：００ ～ 　１５：３０ 高朝田

　　９：００ ～ 　１１：３０ 新　野

　１３：００ ～ 　１５：３０ 野村・比延

　９：００ ～ 　１１：３０ 柏　尾

　１３：００ ～ 　１５：３０ 寺　前

　　９：００ ～ 　１１：３０ 宮野・上小田

　１３：００ ～ 　１５：３０ 南小田

　　９：００ ～ 　１１：３０ 大　河

　１３：００ ～ 　１５：３０ 全　町

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

《 確定申告相談日程表 》  　令和8年2月16日～令和8年3月16日

受　　付　　時　　間

2月16日(月)

2月17日(火)

2月18日(水)

　神崎支庁舎

3月2日(月)

2月19日(木)

2月20日(金) 全　町

福　本

2月22日(日)
日曜開設日
全　町

2月24日(火)

2月26日(木)

2月27日(金)

2月25日(水) 吉　冨

3月5日(木)

3月3日(火)

全　町

長谷・栗・渕
　センター長谷

　中央公民館

※混雑を避けるため、できるだけ対象地区の日にお越しください。
　ご都合が悪い場合は、他地区の日でも申告できますが、お待ちいただく時間が長くなる場合が
　あります。ご了承ください。

3月6日(金)

3月9日(月)

3月10日(火)

3月11日(水)

3月12日(木)

3月13日(金) 全　町

3月16日(月) 全　町



申告受付について

 制度改正などによる国税申告の複雑化に伴い、

 下記の内容を含む申告は町の申告会場では受付できませんので、
 姫路税務署が開設する申告会場（姫路労働会館）で申告していただくか、
 ご自分で申告書を作成し、姫路税務署へ提出してください。

 ・ 初年度の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用を受ける申告
 ・ 住宅耐震改修特別控除等の適用を受ける申告
 ・ 土地、建物や株式などの譲渡所得の申告（繰越損失を含む）
 ・ 申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告
 ・ 先物取引（FXなど）にかかる申告
 ・ 暗号資産（ビットコインなど）に関する申告
 ・ 雑損所得控除の適用を受ける申告
 ・ 青色申告
 ・ 事業・農業収入が1,000万円以上の申告
 ・ 令和7年分確定申告書に係る納税証明書が必要な場合
 ・ 過年度分（令和6年分以前）の申告
 ・ 準確定申告（死亡した人の申告）

＊上記内容を含む国税に関する一般的なご相談は「電話相談センター」へ（午前8時30分～午後5時 土日祝日を除く）

    姫路税務署 TEL：０７９-２８２-１１３５（自動音声案内）

＊メンテナンス期間を除き24時間利用可能な国税庁の「チャットボット（自動会話プログラム）」もご利用ください。
  メニューから質問を選択するか、文字で入力し質問すると答えが表示されます。

　 ご自宅から、スマホ又はパソコンとマイナンバーカードを利用して、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成、
  e-Taxによる送信（提出）ができます。

<e-Tax（電子送信）で申告すれば、次のようなメリットがあります。>

   ・ ご自宅等で計算誤りのない申告書等を作成でき、申告書作成会場で⾧時間待つ必要がありません。  
   ・ 確定申告期間中２４時間利用可能です。
   ・ e-Taxで送信された還付申告書は早期処理されます。
   ・ 一部の書類を除き、添付書類の提出が不要です。

★マイナポータル連携で申告書に自動入力
マイナポータル連携とは、マイナポータル経由で、源泉徴収票や控除証明書等（生命保険、医療費、ふるさと納税等）

のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

※マイナポータル連携を利用するためには事前準備が必要です。

  ・e-Taxや確定申告書作成コーナーの操作方法等に関するご質問は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 

   （TEL：0570-01-5901午前9時～午後5時 土日祝日を除く）にお問い合わせください。

詳しくは、『確定申告』で検索！


